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2017年3月24日

We believe the Olympic Movement has both an opportunity and a duty to

contribute actively to global sustainability in line with our vision: “Building a 

better world through sport”.=SDGs:2015年の国連サミットで採択された「持続可能
な開発のための2030アジェンダ」

１．AW推進に関する国内情勢
①オリンピック



日本では、フェアトレード、エコ、森林管理認証（FSC)、水産物認証（MSC, ASC)

に特化だが、世界では動物福祉も範疇に入る

17のゴール・169のターゲット

2016年5月20日閣議決定「持続可能な開発目標（SDGs）推進本部の設置」



JGAPアドバンスをASIAGAPに改名：GFSI（世界食品
安全イニシアチブ）に申請し、国際水準への承認へ



2008年度：採卵鶏、豚

2009年度：乳牛、ブロイラー

2010年度：肉牛、馬

国際的な動きを受け、（公社）畜産技術協会が2005年よ

り産業動物の福祉に関する検討を開始し、「飼養管理指
針」や「パンフレット」の作成、「教育研修」の実施を行っ
てきている。→OIE規約の改正により順次改正

→30年3月改正



家畜・畜産物：30経営体（乳用牛3,肉用牛7,養豚17,採卵鶏3）、GAP取得ﾁｬﾚﾝｼﾞｼ
ｽﾃﾑ：13経営体（乳用牛2,肉用牛3,養豚4,採卵鶏3,肉用鶏1）、
GLOBALG.A.P.：1経営体（大学1）：2018年7月現在



１．AW推進に関する国内情勢
②OIEからのプレッシャー





診断機関の品質確保

アニマルウェルフェア

関連団体との情報交換

獣医事審議会の能力



OIEの日本へのAW改善対応要請

１．OIEのAW規約を再確認し、公式に法律、基準、政策課題として取
り込む。特に輸送と屠畜

２．特に畜産動物に関して、環境省、農水省、厚労省の正式な連携
を図り、法律、政策、実行を連動させるための連携を確立する。

３．伴侶動物及び畜産動物のAW事案の点検やAW法の順守を確認
するために報告書がより正式に利用できるシステムを考える。

４．家畜保健衛生所が農家への定期的訪問時に衛生対策の一部と
してAW点検をやったり、食肉検査所が人道的屠畜を点検したり、家
畜市場の獣医師が輸送や取り扱いの点検をするなど、地方自治体
による実行を含め、畜産動物に関する法律や基準の遵守システム
を確立する。

５．農場でのAWの点検・認証のためのGAPを確立する。

６．研究・教育で使われる動物に関するAW規約を再確認し、法律、
基準、外部評価を見直す



１．AW推進に関する国内情勢
③消費者行政は倫理的消費推進へ

第１期：90年代までの消費者保護

第２期：2000年代の消費者利益の実現

第３期：2009年以降の消費者の自立

1968年 消費者保護基本法
2004年 消費者基本法：消費者の権利の尊重及びその自立の
支援その他の基本理念を定める
2009年 消費者庁：消費者が主役となって、安心して安全で豊
かに暮らすことができる社会を実現する
2012年 消費者教育の推進に関する法律
2015年 「倫理的消費」調査研究会
2017年 報告書：「人への配慮」、「社会への配慮」、「環境への
配慮」、「地域への配慮」、「動物への配慮」（AW）に基づく倫理
的消費
2017年 （一社）日本エシカル推進協議会：「エシカルの波」を国
民運動とすべく全国展開



１．AW推進に関する国内情勢
④学校における消費者教育の充実

2017年3月31日公示 小学校学習指導要領の改訂

持続可能な社会の構築などに対応し，自立した消費者を育成するため
に，中学校との系統性を図り，（中略）消費生活や環境に配慮した生活
の仕方に関し，実践的に学習することが求められている（開隆堂出版
の解説書より）。

第８節 家庭、第２ 各学年の内容、〔第５学年及び第６学年〕

１ 内容、Ｃ 消費生活・環境

次の(1)及び(2)の項目について，課題をもって，持続可能な社会の構

築に向けて身近な消費生活と環境を考え，工夫する活動を通して，次
の事項を身に付けることができるよう指導する。

(1) 物や金銭の使い方と買物

(2) 環境に配慮した生活

ア自分の生活と身近な環境との関わりや環境に配慮した物の使い方
などについて理解すること。

イ 環境に配慮した生活について物の使い方などを考え，工夫すること。



１．AW推進に関する国内情勢
⑤Global企業の動き







アニマルウェルフェアを知っていますか？

市民
NPO法人アニマルライ
ツセンター(2018年）

生産者
（畜産技術協会、2015)

実需者

2016年

知らない

知っている

聞いたことはある

(Yes%) 94.3    92.0   99.5   無し 無し

アニマルウェルフェアの向上を図るため、常に牛が
健康で快適な生活ができているかどうかを把握する
ための努力をしていますか（2017年, 畜産技術協会）



２．そもそもAWとはどのような考えだ？

①動物福祉は、animal welfareの訳語

農水省は使わないが、環境省、消費者庁は使用

②ｗｅｌｆａｒｅ ＝ ｗｅｌ ＋ ｆａｒｅｎ ＝望み通りに生活する

③功利主義の創始者であるジェレミー・ベンサム（1748-1832)の発
想が根拠：苦悩sentientが重要＝可能な限り「喜び」を増やし、
「苦痛」を減らす行為が正義という動物への配慮の西洋発の倫理

望みの本体（Brambell
report）

情動（苦痛、喜び）

適応性（ストレス）

自然性（テロス：らしさ）
の重視

1964年 1965年



AWの定義の変遷

1965年 Brambell Report

福祉とは動物の肉体的及び精神的に良好な状態を包含する用語

1976年 B. Hughes： 福祉とは精神的・肉体的に完全な健康状態であり、
そこでは動物は環境と調和している

1986年 D. Broom： 個体の福祉とは環境への適応努力の状態である

1990年 M. Dawkins： 動物福祉とは動物の主観的感情を含む

1998年 D. Fraser & I. Duncan： 動物のポジティブとネガティブの情動を理
解することが動物福祉への配慮を評価するのに重要である

2004年 OIE（国際獣疫事務局、World Organisation for Animal Health)

動物福祉とは、動物がいかにその生活環境と適応しているかを意味する。
もし（科学的事実に基づき）、健康で、快適で、栄養状態が良く、安全で、内
的に動機づけられた行動ができ、そしてもし苦痛、恐怖、慢性的ストレスの
ような不快な状態にないのなら、動物は福祉が良い状態といえる。

2018年 OIE（5月総会改訂案）： 動物福祉とは生活及び死亡時の環境と
の関係での動物の肉体的・精神的状態を意味する。もし、健康で、快適で、
栄養状態が良く、安全で、苦痛、恐怖、慢性的ストレスのような不快な状態
になく、肉体的・精神的状態に重要な行動を取ることができるなら、動物は
良好な福祉を享受できる。



「5つの自由（解放)と対策」の提案（FAWC, 1992)

①空腹・渇きからの自由
＝健康と活力を維持させるため、新鮮な水及び餌の提供
②不快からの自由

＝庇陰場所や快適な休息場所などの提供も含む適切な
飼育環境の提供

③痛み、損傷、病気からの自由
＝予防および的確な診断と迅速な処置
④正常行動発現への自由
＝十分な空間、適切な刺激、そして仲間との同居
⑤恐怖・苦悩からの自由
＝心理的苦悩を避ける状況および取扱いの確保

「５つの自由」モデルとは何か？



１．「正常行動発現への自由」の意味は何か？
・Brambell report(1965)：農用動物の福祉問題は、①苦痛と不
快、②生理的ストレス、そして③自然(natural)で、内的(innate)

に作られた動機と行動様式の抑制にある

・農用動物福祉協議会（FAWC, 1992)：正常行動（normal 

behaviour）を発現する自由

・FAWC(2009)：normalとはabnormalでない行動

・Broom & Fraser(2007)：abnormalとは、常同行動、様式は正
常だが行動を向ける対象が異なったり、過度であったりする行
動、そして行動の結果が機能的で無い行動

・OIE(2005)：内的に動機づけられた行動(innate behavior)が
できる

＝natural, innate, normalが正常の意味するところ

・Webster (2016)：「正常行動発現への自由」とは、「選択の自
由」を意味している。餌、環境、社会的接触、快適、安全に関す
る選択の自由。



日本人の動物への配慮の発想
動物の愛護及び管理に関する法律（2012)

（目的）第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適
正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に
関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命
尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の
管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に
対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動
物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

(基本原則）動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみ
だりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、
人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱う
ようにしなければならない。

→（三上正隆, 2018)より
解釈論：保護法益は動物愛護の良俗（人間の利益の保護）

＝動物は良俗保護の反射効として保護される
しかし、一定の道徳や倫理を強制するは否定されるのが一般的

立法論：保護法益は「動物の利益」との解釈もありうる。
＝動物愛護の良俗は反射効として保護される。

しかし、「法は人間のためだけにある」との従来の法概念に反する







平成18年度三重県天白小学校総合学習「松坂牛物語」より



縄文時代より野生動物をタンパク質食料として摂取
＝仏教や神道との融合：諏訪神社（狩猟神）（北海道～沖縄2616社）

「慈悲と殺生の両立」



動物福祉向上を日本で推進するには？

１．「自由」は元来仏教用語（他に由らず、独立して、自存すること）で
あるが、江戸時代末期から明治時代には、freedomやlibertyの訳と
して「自由」が使われ出した。

＝「自由」とは外来語の訳語で、市民革命を経験していない日本人
にはしっくりこないし、動物に使うのには更に抵抗感あり。

２．「自由」と「権利」はセット＝「わがまま」と結びつく。

３．日本人の思考は結論は後。起承転結が理解しやすい。

４．「苦痛・苦悩」の完全な排除は有りえないし、侵害刺激から逃れる
ための必要な要素（Mellor, 2016)

５．「５つの自由」は韻を踏みすぎて、キャッチコピー的

→５ domains（領域）で良い。（Mellor, 2016）

＝「AWの考え方に対応した飼養管理指針」ではアニマルウェルフェ
アを「快適性に配慮した家畜の飼養管理」とする。



The “KABAYAKI” modelの提案

栄養環境

物理環境
（施設・設備も含む）

衛生環境 社会環境 ヒトとの関係
（侵害処置も含む）

情動

ストレス

自然性

ふわふわの蒲焼
で包まれるとAW

は改善される

AWを向上させる生活環境（主観的環境）の改善が必要

利用目的





アニマルウェルフェアの考え方に対応した
飼養管理指針(2018)基本原則

１．本指針では、「アニマルウェルフェア」を「快適性に配慮した家畜の飼養管理」
と定義

２．家畜を快適な環境で飼うことは、家畜が健康であることによる安全・安心な畜
産物の生産につながり、また、家畜の持っている能力を最大限に発揮させること
により、生産性の向上にも結びつく

３．アニマルウェルフェアへの対応において、最も重視されるべきは、施設の構造
や設備の状況ではなく、日々の家畜の観察や記録、家畜の丁寧な取扱い、良質
な飼料や水の給与等の適正な飼養管理により、家畜が健康であること

４．「５つの自由」：①～④への対応として行う良質な飼料や水の給与、家畜の丁
寧な扱い、換気を適切に行う、家畜にとって快適な温度を保つ、畜舎等の清掃・
消毒を行い清潔を保つなどは、家畜の健康及び生産性と密接に関連するもので
ある。「⑤通常の行動様式を発現する自由」の対応としては、アニマルウェルフェ
アを考える上で重要な要素であるが、これら５つの自由を総合的に考慮し快適性
に配慮した家畜の飼養管理を行うことが重要である。



乳用牛の飼養管理
１．管理方法①観察・記録：最低1日1回②牛の取扱い：手荒な
扱いは避け、丁寧に取り扱うこと③徐角：遅くても生後2ヶ月

以内④断尾：しないことが望ましい⑤個体識別：適正な位置
に装着⑥蹄の管理：定期的削蹄、歩行スコア、繋留時の跛
行スコア⑦搾乳：乳房炎予防⑧乾乳：乳房炎治療、BCS維持

⑨繁殖：種雄牛の選択、人工授精・受精卵移植時のストレス
⑩分娩：分娩スペースの準備、分娩補助器具の適正利用⑪
母子分離・離乳：反芻機能の発達⑫病気・事故等の措置：移
動分離、迅速な治療、安楽死の検討⑬牛舎等の清掃・消毒
⑭防疫措置⑮管理者のAWへの理解促進

２．栄養①必要栄養量・飲水量②品質確保③給与方法④初
乳・子牛の給餌

３．牛舎①飼養方式②構造③スペース

４．牛舎の環境①熱環境②換気③照明④騒音

５．その他①AW状態確認②設備の点検・管理③緊急時の対応



３．AWを科学的にどう捉えようとしているか？

a) 動物福祉科学の始まり

・Brambell Report(1965) のAppendix III

W. H. Thorpeによる動物福祉評価軸の提案

① Pain and Discomfort

② Stress

③ The Ethological Aspect

その後の動物福祉の科学的研究（Duncan & Fraser, 1997)
①主観を要素にした研究
②機能を要素にした研究
③自然性の発現に関する研究



AWの評価視点

① positiveとnegative（情動based）

＝好き・嫌い、楽天・悲観、全体の雰囲気、

表情・尾・発声

②適応coping（機能based）

＝生理的ストレス状態

③自然性(telos、perfectionism）

＝innate, normal, natural

内的に動機づけされている行動、各動物種にふ
さわしくない行動（葛藤・異常行動）、野生的飼
育時の行動との比較



①情動をどう計るか
①情動が予測される場面（前行動相）
１）予測が負の情動の場合には忌避、正の情動の場合には選好
２）アクセスへの努力量
②情動発生時（完了相）
１）ホルモン変化
・正の情動：Oxytocinが泌乳中、吸乳中、母性行動中、親和行動中に上昇。

→側座核（報酬系）でのドーパミン放出にセロトニンとともに関与
→HPAを調節するreceptorと結合

Glucocorticoid(G)とACTHを減少、リンパ球増殖、GABA神経の興奮、迷
走神経系優勢化、海馬の長期増強（G受容体（記憶抑制）を抑制）

・負の情動:Glucocorticoid：脳内では前頭葉、扁桃、海馬に多い→それらの
部位から分界条、傍室核へ情報伝達＝恐怖情動

２）ホーリスティック評価法
楽しそう、イライラしている、くつろいでいる、欲求不満

３）表情・尾・発声
③情動発生後（後行動相）
負の場合：悲観的、逃避的
正の場合：楽観的、親和的



①－1) 選択実験（Choice Test)



（Dawkins, 1977)

課題が単純すぎ
・2者択一：環境は２
者だけか？
・少なく選ぶことは無
意味か？
・他の要因（環境温
度、他の行動、生理
的要因）に影響され
ないか？



①－2) 選好性の強さの測定
努力量：移動速度

秋：4群、夏：8群



38

a) Qualitative Behaviour 

Assessment(QBA）

・ボディ・ランゲージ（ホリスティック評価）
・様々な場所を網羅する１～８の観察ポイント（農場の規模と構
造による）を選び、観察順番を決め、ウシが撹乱されていな
い状態に戻るまで数分待つ。それぞれの場所から見えるウ
シ全体を見て、全体の行動のイメージを観察する。観察時間
の最大値は20分。

・全観測が終わったら、静かな場所で、20項目についての評価
を視覚的アナログスケール(VAS: visual analogue scale)
で行う。評価は観察中には行わず、各農場において１つの
総合評価とする。

・項目の例

Min. Max.
活動性

①－3) ホーリスティックに評価する



QBAの計算方法

Nk: 左表の特定の項目における測定値(mm)

Wk：係数

Iが0以下の場合

Iが0以上の場合



材料：ケンボロー豚、
雄子豚2頭ずつ

Rewarding event：
10.6m2、ワラ、ピート
、ワラにまぶされた20

個のチョコレート・レー
ズン
Aversive event：
単独、3.3m2

b) 耳・尾・発声はブタの情動の指標

（Reimert et al., 2013)



b) 痛み表情スケールの有効性

（McLennan et al., 2016)



palperbral

fissure：眼裂

masseter 

muscle:咬筋

convex:凸型
zygomatic 

arch:頬骨弓



caudally:尾部の
pinna：耳翼
ear carriage:立
てた時の位置

philtrum:鼻溝
concave:凹型の
aperture:開口



chin:顎先、jaw:顎全体
commissure:交連



材料：大ヨーク×ラン
ドレース

B:1.2m2/頭、一部ス
ノコ床、丸太
E:1.9m2/頭、ベタ床

、ワラ、鎖とロープ懸
垂、段ボール

1頭ずつ、go/no-go 

discrimination task

Positive:鉄琴
→報酬：リンゴ
Negative：クリッカー
→罰：プラスチックバ
ッグを顔の前で振る
Ambiguous：キーキ
ー音（イヌの玩具）

①-4) 性格の変化から前歴を類推する
認知バイアス： ブタ



② Coping（ストレス）をどう計るか

侵害刺激に対する生理的変化を測定する

１）中枢でのカテコールアミン神経核の活性化 （アドレナリン、ノル
アドレナリン、ドーパミン）→覚醒不安：心拍数上昇

２）視床下部（HPA軸）：副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン
(CRH)→下垂体：副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)

→副腎皮質：グルココルチコイド系の活性化

３）交感神経（SAM軸）：視床下部：交感神経活性化：ノルアドレナ
リン→副腎髄質：アドレナリン系の活性化

新たな指標：唾液中クロモグラニンA（カテコールアミンと共分泌）、
唾液中アミラーゼ（アドレナリン関与）



③ Natural, Innate, Normalとは何か

①Naturalとは何か

粗放的で、自然に近い環境下での動物の行動＝エソグラム（行
動レパートリー）、動物種が有する行動単位の集合。適応的意
義を持つ行動（個体維持行動、社会行動、生殖行動）

②Innateとは何か

内的要因により強く動機づけられている行動。

全く異なる行動（転位行動）、不適切な外部刺激に反応（転嫁行
動)したり、外部刺激無しに行動だけが発現（真空行動）

＝多くの動物での身繕い行動、ニワトリのつつき行動、砂浴び
行動、巣作り行動；ブタの穴掘り行動、巣作り行動；ウシの草を
舌でからめ取る行動

③Normalとは何か

Abnormalでない行動



③-1) Natural とは何か？
野生的飼育時の行動との比較
正常行動の様式と頻度のチェック

(アニマルウェルフェア, 2005)



ウシの行動の中分類と行動単位　（佐藤ら編著，1995）
中分類

搾取行動 摂食，飲水，舐塩，食土
休息行動 休息，睡眠，反芻
排泄行動 排糞，排尿
護身行動 パンティング，向き換え，庇陰，群がり，水浴，日光浴
身繕い行動 身震い，舐める，噛む，掻く，擦り付け，伸び
探査行動 聴く・視る，嗅ぐ，触れる，舐める，噛む
個体遊戯行動（運動）跳ね回る，ものを動かす
社会空間行動 個体距離保持，社会距離保持，先導，追従，発声
社会的探査行動 聴く・視る，嗅ぐ，触れる，舐める，噛む

敵対行動

親和行動 接触，擦り付け，舐める
社会的遊戯行動 模擬闘争，模擬乗駕，追いかけあい

性行動

母子行動

子畜群がり
転位行動 摂食，休息，反芻，噛む・舐める
転嫁行動 吸引，相互吸引　柵かじり，攻撃，誤吸乳，相互吸乳
真空行動 偽反芻，自慰
常同行動 舌遊び，異物舐め，熊癖
変則動作 犬座姿勢
異常反応 無関心
異常生殖行動 授乳拒否，オス間乗駕
その他の異常行動 飼料掻き上げ

にらみ，前掻き，土掘り，頭振り，頭突き押し，闘争，
追撃，逃避，回避，蹴り

動き回り，陰部嗅ぎ，尿嗅ぎ・舐め，フレーメン，陰部
舐め・揉み，ガーデイング，軽く突く，
並列並び，リビドー，顎乗せ，不動姿勢，乗駕，交
尾，背丸め
分娩場選択，娩出，舐める，発声，胎盤摂取、授乳・
吸乳，軽く突く，母性的攻撃，不勵姿勢，

行　動　単　位（小分類）

正
常
行
動
の
エ
ソ
グ
ラ
ム

葛
藤
行
動
・異
常

行
動
も
指
標



③-2) Innateとは何か？

図１．行動の出現機構に関するHughes & Duncanモデル(1988)

葛藤行動発現
①転位行動
②転嫁行動
③真空行動



葛藤行動 a) 転位行動：羽繕い行動

Acquisition：青と赤のdisc

を突くと１粒の麦がもらえ
るオペラント条件づけ

Reversal Task：条件刺激
を逆にする

Extinction：報酬を無しに
する



葛藤行動 b) 転嫁行動：羽食い、尾齧り

葛藤・欲求不満となった行動の１つが出現するが、向ける対象が
異なる。社会的順位の高い個体から攻撃された場合に、物や
順位の低い個体に攻撃したりする行動

カニバリズム

尾かじり

材料：4頭
（離乳前）
B:35%スノコ、おが
屑少々
E:面積倍、ワラ、ピ

ート、のこ屑、木の
枝
（離乳後）
B:35%スノコ
E:面積倍、ワラ、ピ

ート、のこ屑、木の
枝

Bullying:反撃無
(Melotti et al., 2011)



葛藤行動 c)真空行動：偽砂浴び、偽巣作り、偽咀嚼

対象なしに行動だけが出現。鶏が砂もないのに砂浴び行動
をしたり、鶏や豚がワラもないのに巣作り行動をしたりする、
真空行動として出現することは、内的に強く動機づけられ
ていることを意味する

偽砂浴び
(動物行動図説, 2011)

偽咀嚼
(Sambrous, 1985)



③-3) Normalとは何か？
異常行動でないこと

戦略的分類 戦術的分類 行動単位

異常行動 異常反応 壁に向かって頭をうなだれ立ち尽くす

常同行動 舌遊び、熊癖、さく癖

変則行動 犬座り、

異常生殖行動 子殺し、同性間乗駕

（大分類） （中分類）



a) 反応異常 ・学習性無気力症
①動物は行動することがその状況の改善に何の意味も持たないと
学習する（learned helplessness）

②不動化することが適応的であると学習する
（learned inacting）

（Stimulus-responseビデオ：20’50”）

側坐核

報酬、快感、嗜癖、
恐怖などに重要な
役割を果たす

Active Helplessness

快感消失症、無快感症

(Mason & Rushen, 2006)



反応異常 ・過剰反応



b) 常同行動
様式が一定し、規則的に繰り返される行動の内で、普通
にみられず、目的・機能がはっきりしない行動

長期の葛藤・欲求不満状態に由来する行動

舌遊び 常同的柵かみ





舌遊び行動は摂食行動に続いて起こる

肥育牛の行動連鎖

実線：有意に多い連鎖、破線：有意に少ない連鎖

休息摂食

舌遊
び

その他

反芻

舌遊び以外の舌を使う行動

(Satoら, 1994)



拘束下の遊動性動物の常同行動は野生下の遊動距離に比例



常同行動の意義
適応説：

・ウマ：crib-biting(さく癖）とweaving（熊癖）実行でcortisol低下

・veal子牛：67%胃潰瘍。舌遊び牛は胃潰瘍無。舌遊びをしない牛
は全て胃潰瘍(Wiepkema et al., 1987)

・ウシ：舌遊び中に心拍数落ちる

・ラット：不適切環境に対する忌避性が落ちる

(McBride & Cuddeford, 2001)





c) 変則行動
元来持つ行動様式と異なる行動

様式。安楽に行えない状況が原因

ウシ：滑り易いスノコ床での起立・伏
臥＝困難→雄牛や子牛で、後駆か
ら座る変則的伏臥行動

犬座姿勢



d) 異常生殖行動
1) 性機能の欠如

・サイレントヒート（無発情）：生理的には正常だが発情行動が微弱。
社会的順位の低い未経産乳牛で頻発→人工授精すれば受胎する

・雄の不能：雄雌混飼経験の少ない雄牛において、発情雌の尻に顎
を乗せるが、目は半開きで、周期的に目をつぶる異常行動発現（
HerefordやAberdeen Angusに多い）。

2) 性行動を向ける対象の失宜：インプリンティングの失敗

3) 母性行動の欠如

・新生仔拒否：仔の遺棄、仔への攻撃。初産個体に多い。ブタ：隔離
されてない初妊豚などでcannibalism。ヒツジ：２仔目の分娩直後に
移動し、1仔目の子羊のみ追従し、2仔目の子羊との母子関係が成
立せず。ウシ：若い時の社会的経験の欠如牛で遺棄多い。

4) miss-mothering(子さらい）

分娩切迫した母獣（ウシ、ヒツジ、ウマ）は新生仔へ母性行動発現→

本来の双方の母子関係を瓦解。



４．AW改善への欧米及びOIEの動き



欧州では1974年以来、家畜福祉指令を整備
・1993年 Maastricht条約（宣言）：CAP、輸送、国際流通、研究に関する法規の作成と実行

にあたり、動物の福祉要求に十分に配慮する

指令(Directive：最低基準)・規則（Regulation)の整備

・1998：総論：農用動物保護指令

各論（最新）：ブタ2008年、子牛2008年、ブロイラー2007年、採卵鶏1999年、

・1999年 アムステルダム条約（議定書）＝「動物の福祉と保護協定」

・2003年 CAP改革（農業支援の大転換）

・消費者・納税者重視、生産高から独立した補助金（デカップリング）、環境、食品安全、動植
物の健康、動物福祉に配慮し、かつ農用地保全（生産的・環境的）

・2006年 動物保護と福祉に関する2006-2010年EU行動計画（ヨーロッパ仕様最高級畜産
物ブランドの確立）

・2004-2009年：Welfare Quality Project（農家評価法開発）

・2009年 リスボン条約（条約本体）：農業・漁業・輸送・域内流通・研究及び技術・宇宙開発に
関する政策の決定や執行にあたり、EU及び参加国は、動物は感受性のある存在（
Sentient being)であることから、AWの要件に十分に配慮する

・2010年 ブタの外科的去勢の代替法に関する欧州宣言

第1段階：2012年1月1日までに、外科的去勢は持続性のある鎮痛剤あるいは/また麻酔剤
と共に行う。 第2段階：2018年1月1日までに、外科的去勢を禁止する。＝UK・Ireland（
従来より去勢無し）, オランダ・ベルギー（対応）、フランス・ドイツ（一部対応）

・2014年 CAP改革：クロスコンプライアンス（多面的機能支援）、農村振興、動物福祉、品質
保証、の中で動物福祉に直接支払い：・取り組み期間：1-7年、更新可、・年当たり：500ユ
ーロ/家畜単位（乳牛1、肉牛0.8、繁殖豚0.5、ブロイラー0.007、産卵鶏0.014）

法的規制



EUの指令(Directive）
消費者は特に苦痛・過密・拘束飼育の解消に関心

・産卵鶏：2012年からは慣行ケージ飼育の禁止

・子牛：2007年からは8週齢以降の単飼飼育の禁止

・妊娠豚：2013年からは繋留飼育禁止並びに受胎後4週以
降から分娩予定1週前までの期間のストール飼育禁止

・ブロイラー：2010年6月までに各国は以下を法制化する

収容密度制限：最大 33kg/m2, 他の条件が満たされている
場合は39kg/m2 、さらに条件クリアで42kg/m2



直立型（６７％）
雛段型（３２．６％）

３７０-４９０ｃｍ２/羽（B5サイズ468m2）

産卵鶏：2012年からは慣行ケージ飼育の禁止



EUの産卵鶏指令
Council Directive 1999/74/EC

2012年からは慣行ケージ飼育の禁止→それ以外の方法で飼育

・enriched cages：750cm2以上/羽, 総面積2000cm2以上

＝巣、つつき・ひっかき行動ができる敷料、15cm以上/羽の止まり木、飼槽12cm
以上/羽、2つのnippleかcup水場を各鶏利用可

・non-cage systems

＝飼槽（直線10cm以上or円型4cm以上/羽）

水槽（直線2.5cmor円型1cm以上/羽、nippleやcupの場合は1個以上/10羽）

巣（１個/7羽、1m2/120羽）

止まり木（15cm以上/羽、間隔30cm以上、壁とは20cm以上）

敷料（1羽当たり250cm2、全平面積の1/3以上）

床は、爪の前後が支えられるように構築する

４層以下、間隔45cm高以上、下層への糞落下防止

屋外accessある場合：H35×W40cmの出入口、2m以上/1000羽

屋外：汚染防止、隠れ場設置、水場設置、 9羽/m2以上



Enriched Cage：巣箱、止まり木、敷料場、爪とぎ場）



平飼方式 Barn



このシステムでは敷料の管理が難しく、湿気が高いと趾の損傷につな
がる。また、糞が他のニワトリにかかる場合が多々あり、それが羽毛つ
つきを誘発すると考えられている。群サイズは、一般的に1,000羽単位
である。

エイビアリーAviaries（多段式平飼システム）



Free range放牧方式



EU28ヵ国における採卵養鶏システム毎のニワトリ羽数・農場比率%(2014年)
Free range Barn Organic Total

Non enriched enriched
羽数 0 59.0 9.6 27.6 3.8 41.0
農場数 0 20.9 26.2 40.9 11.9 79.1

(EU Public Statistics, 2015)

Cage

日本（農場数）：95.9% 0.7% 0.6% 2.7% (2017)

米国(羽数） 86.8%(enriched 2-3%)                 8.5%          4.7% (2017)         

2015年以降の傾向
2016年 羽数 55.6            14.1            25.7            4.6

2017年 羽数 53.2            15.3            26.5            5.1

→European Citizens‘ Initiative が2018/9/11に”End the Cage Age”採択

(American Egg Board： https://www.aeb.org/farmers-and-marketers/industry-overview)



ブロイラー
EUでは2010年6月までに過密飼育の禁止

日本の飼育密度の平均値45kg/m2



アメリカの動き
1)法的規制
・カリフォルニア州：2008年11月4日「家畜虐待防止法」

「自由に向きが換えられ、横臥し、立ち上がり、そして十分に脚や羽が伸ばせないよう
な方法で、家畜を閉じこめることを禁止する」(2015年1月1日発効）

・50州中24州で住民投票により州法を可決できる。California, Washington, 
Arizona, Colorado, Florida, Maine, Michigan, Ohio, Oregon, Rhode Island 
でも同様な法案が通過している。

2)民間の動き
・2001年：食品マーケティング協会とレストラン協会とともに家畜福祉ガイドライン
・1999年：マクドナルド社；家畜福祉に関する独立諮問委員会、家畜福祉の基準作り、
教育制度（農家・社員）、査察制度

現在：食鳥のガス気絶法の開発と使用の推進、妊娠豚の豚房飼育、採卵鶏のケージ
サイズの増加(464.5cm2/羽)、絶食・絶水による強制換羽の禁止、平飼いや放牧の
推進

・その後、Wendy’s, Burger King, Denny’s, Compass Group, Safeway, Wal-
Mart, Hyatt Hotel, Virgin America(航空会社） も

3)生産者の動き
・全米養豚委員会による養豚ハンドブック、米国鶏卵生産者組合によるガイドライン

4)2011年7月7日：米国鶏卵生産者組合と米国人道協会は、採卵鶏についてより広い飼
育スペースとケージエンリッチメントを義務付ける連邦法導入へ向けロビー活動を行
う（AW連邦法の2026－2029年施行を目指す）。=2013年の農業法改正では不採択

5)主たる養豚企業、養鶏企業、養牛企業が独自に代替法へ。
＝2015年以降トレンドへ。



料理

最新の流行
主要実需
者219社、

流通卵の
70%以上

ブラジル食品メーカーJBSも2020年までにケージ卵不使用宣言

2025年1月1日期限が多い

しかし現実
的には困
難で、流通
卵の50%

程度が対
応すると予
測されてい
る



養鶏における動物福祉の次なる目標
１．デビーク（ビークトリミング）の禁止

既に禁止：ノルウェー(1974)、フィンランド(1986)、スウェーデン
(1988)、オーストリア(2000)、デンマーク(2013)

検討中：イギリス（2016予定が否決。羽つつきの制御へ）、ドイ
ツ（2017企業が自発的に禁止）、オランダ（2018.9：現在10-

15%以下へ）

２．初生雄雛淘汰の禁止

ドイツ(2017までに禁止予定が否決：卵内性判別技術が前提）、

米国のUnited Egg Producers(UEP)は予定（2020年まで：2-3

年内に技術開発すると主張）

３．ブロイラーの遅成長システム：脚の異常1/3に低下、鶏肉の
養分含量多い

オランダ：精肉の90%シェア(2016年末）、

出荷体重は同等(2.8kg程度）、出荷日齢44日に対し58日

＝日増体重50g以下。



European Broiler Ask(2018年11月）
・ヨーロッパの動物福祉団体が一体となりブロイラー生産に
2026年までに要求している事項

①AW法令順守

②飼育密度30kg/m2以下

③slow growing breeds利用

④自然光を含む50ルックス以上、1,000羽当たり2m止まり木と
２つのつつき促進物提供、空気はEU付属書2.3の順守（アンモ
ニア20ppm以下、CO23000ppm以下、外気温30℃以上の場合
に舎内温+3℃以下、外気温10℃以下の場合に48時間の相対
湿度は70%以下）、ケージ及び積み上げ方式禁止

⑤不活性ガスや多段階調節のガス・スタニング方式あるいは生
きている間の懸鳥無しの電気スタニング

⑥第3者及び年次報告によるコンプライアンスの確認



OIEはOne Welfareを意識し、国際
基準を作成し、これは紳士協定か
らISO認証に進展してきている



One Welfare

①人のwelfare尊重の指標
②食の安全
③生産者のwelfare改善
④生産性の改善
⑤温暖化・持続性・災害管
理へ貢献
⑥環境保全・生物多様性
への貢献）

2017年



OIE：国際獣疫事務局（2018年現在、182の国と地域）

1924年：動物の病気の世界レベルでの防御を目的。パリ本部。
2001-2005年の長期計画：主検討課題「家畜福祉」と「食品安全」
2003年：OIEという歴史的名称を残したままで、The World 

Organisation for Animal Healthと名称を変更し、動物の健
康改善に貢献する組織へと発展（世界動物保健機関）

2004年：ガイドライン原則採択
2005年：陸生動物の健康規約に”Animal Welfare”の章追加
・海上輸送・陸上輸送・空路輸送規約
・食用屠殺規約、伝染防止用屠殺規約
2009年：「放浪犬の個体群調節」規約
2010年：「研究と教育における動物利用」規約
2012年：「AWと肉用牛生産システム」規約
2013年：「AWとブロイラー生産システム」規約
2015年：「AWと乳用牛生産システム」規約
2016年：「使役ウマ類（ウマ、ロバを含む）の福祉」規約
2018年：「AWと養豚システム」規約
2019年：「AWと産卵養鶏システム」規約採択予定



1）動物の健康と福祉の間には強い関連性がある。
2）国際的に認知されている「５つの自由」（飢え、乾き、栄養不良からの自
由、恐怖と絶望からの自由、肉体的なそして温度上の不快感からの自
由、痛み、傷害、病気からの自由、正常な行動を示す自由）は動物福祉
にとって有効な手引きとなる。

3）国際的に認知されている「３つのR」（動物の使用数の削減、実験方法の
洗練、動物を利用しない技術への置き換え）は科学において動物を利用
する際の有効な手引きとなる。

4）動物福祉の科学的評価は、まとめて考慮されるべきさまざまな要素を含
んでおり、これらの要素の選択と重み付けは可能なかぎり明確に設定さ
れるべき価値判断の合意を含む必要がある。

5）農業、科学、そしてコンパニオンシップやレクリエーション、娯楽目的の動
物の利用は人々の幸福に大いに寄与している。

6） 動物の利用が、実行可能な範囲で最大限、動物の福祉が保証されるよ
うに”倫理上の責任”をもって行われること。

7）畜産動物の福祉の改善は、生産性と食の安全を改善する可能性がしば
しばあり、従って経済的な利益を生み出すことが可能である。

8）デザイン規準に基づく相等しいシステムよりも、性能規準に基づくその結
果が、福祉基準や勧告を比較する際の基本となる。

7.1.2章動物福祉の勧告概論
動物福祉の指針



1）福祉とは動物の生活の質（QoL)に関わる多くの要素を含む
広範な言葉であり、前述した「５つの自由」に関わる要素も含
まれる。

2）動物福祉の科学的評価は最近急速に進展しており、本勧告
の基礎となっている。

3）動物福祉のいくつかの測定法は、損傷、疾患、栄養不良と
関連した機能障害の程度の評価を含む。他の測定法として
は、動物の選好性、動機づけ、嫌悪の強さを測定することで、
空腹、苦痛、恐怖のような動物の要求や情動状態に関する
情報を提供する。他には、様々な侵害刺激に対して動物が
示す生理的、行動的、免疫的変化や影響を測定する。

4）このような測定法は、動物を取り扱う様々な方法がいかに動
物の福祉に影響するかを推定するのに役立つ基準や指標
を示しうる。

7.1.3章動物福祉の勧告概論
勧告の科学的基盤



1）世界的に適用可能なOIE動物福祉基準においては、動物への好ま
しい効果を強調すべきとする。状況によっては、動物の環境や管理
に関して特定の条件を要請することも必要かもしれない。効果は、一
般には先述した「５つの自由」を動物が享受する程度を評価すること
で測定される。

2）最も重要な基準（測定）は、理想的には動物に関する測定からなり、
それを基準に加えるべきである。あらゆる動物に関する測定は１つ
の原則よりも多くの原則に関与する。

3）勧告は可能な場合、動物に関する測定に対応する明確な目標や閾
値を定めるべき。この目標値は対応する科学や専門家の経験に基
づくべきである。

4）動物に関する測定に加え、資源に関する測定や管理に関する測定
も有用で、これらの福祉への効果が明らかであるとする科学や専門
家の経験の基でこれらを定義すべきである。

５．基準を利用する者は、基準として挙げられた項目から、自らの農場
システムや環境に最も適切な動物に関する測定を選ぶべきである。
動物への結果は個体或いは群の評価により測定されるか、飼育、
輸送、と畜場からのデータを使い、これらの代表値と比較される。

６．測定の基盤が何であろうとも、動物への結果が不十分な場合、利用
者は動物への結果を改善するのに必要な資源と管理の変更を考え
ることとする。

7.1.4章動物福祉の勧告概論
動物福祉を評価する方法の使用に関する原則



7.1.5章動物福祉の勧告概論
畜産動物生産システムにおける福祉一般原則

1.遺伝的選抜は、家畜の健康とAWを常に考慮して行うべき。
2.新規に導入する動物は、地域の気候に慣れさせ、風土病、寄生虫、栄養に適応さ

せるべき。
3.基盤（通路表面、急速場表面など）を含む物理的環境は、損傷、病気や寄生虫の

蔓延の危険性を最小にするように種に合うようにすべき。
4.物理的環境は、安楽な休息、正常な姿勢変化を含む安全で快適な動作、実行が

動機づけられている自然な行動型を実行する機会を保証すべき。
5.動物の群構成は、正の社会行動を許容し、損傷、ストレス、慢性的恐怖を最小に

するようにすべき。
6.舎飼の動物では、空気の質、気温、気湿はよい健康状態を保てるようにし、動物

に嫌悪的であってはならない。過酷な状態になった場合には、自然な温熱調節
方法の採用を阻んではならない。

7.動物は、齢や栄養要求に合致し、正常な健康状態と生産力を保持し、長期の空腹、
渇き、栄養不良、脱水を起こさないように、十分な餌と水にアクセスできるように
すべき。

8.疾病と寄生虫は、良好な管理実践を通して出来るだけ防御し、制御しなければな
らない。重篤な健康問題をかかえる動物は、隔離し、適切に処置し、処置の効果
が無く、回復が見込めない場合には人道的に殺処分されるべきである。

9.苦痛性のある処置が避けられないならば、適切な方法が可能な範囲まで苦痛を
管理すべき。

10.動物の取り扱い方法は、ヒトと動物の正の関係を促進すべきで、損傷、パニック、
持続的な恐怖、回避できるストレスを起こすべきではない。

11.所有者と管理者は、各原則に合致するように扱われようにするため、十分な技術
と知識を持つべき。



”Animal Welfare Management-General Requirements and 
Guidance for Organizations in the Food Supply Chain”

アニマル・ウェルフェア管理：食品サプライ・チェ－ン内の諸組織
のための一般要求事項及び指針

（3年間の試行）

第1段階：AW管理の現状評価

第2段階：AW計画の起草（施設・管理・動物、
基本構想、時間計画）

第3段階：AW計画の実施(人・施設・管理）

第4段階：AW計画の評価と見直し（AW計画の
見直し頻度、実行・効果・実施者からのフィード
バック、）

次のステップは、フィードバック：

継続的な改善の一部としてのgap分析

ISO TS 34700(2016/12/1発行)



AW畜産

集約畜産

家
畜
生
産
性

AWレベル（５つのドメインでのAW向上）
Life not Worth Living→ Life Worth Living→ Good Life

・技術革新

・農業補助金

・公正価格

・農家のインセ
ンティブ

畜産動物福祉と家畜生産性との関係のイメージ図
(佐藤, 1992に加筆修正）

コスト増の補填

グローバル対応型

＝OIE規約の順守

高付加価値型

＝非拘束型施設、断切禁止

消費感覚と市民
感覚の融合

（市民の関心：有）

（消費者の関心：濃淡有）

５．これからの日本での展開方向



これからの畜産の方向

・2030年に向けたSDGsの動きは避けられない

・SDGｓにアニマルウェルフェア（AW)改善も含まれる

＝AW改善に反対する人はいない：姿勢・宣言が必要

しかし、消費者がお金を出すかは別問題なので、多様な
AWシステムの提示が重要

①消費者・納税者は、苦痛・拘束・過密の解消に関心

→それに対応できる「高AWシステム」の構築：価格上昇有り

②OIE規約は、人間の福祉改善も含めたバランスの取れた
国際共通認識

→それに対応できる「中庸AWシステム」の構築：価格上昇無
し（消費者教育、研究開発、補助金が必要）


